
 

Ⅳ－７－（３） 学校いじめ防止基本方針 

「学校いじめ防止基本方針」 
飯塚市立筑穂中学校 

１「学校のいじめ防止基本方針」の目的 

本方針は，いじめ防止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号）第十三条により，飯塚市立筑穂中学

校におけるいじめの防止等（未然防止・早期発見・早期対応）の取組が，組織的かつ計画的に実施さ

れるようにすることを目的とする。 

 

２「学校のいじめ防止基本方針」の内容 

（１）本校のいじめの問題に対する考え方 

□基本理念  

いじめは，いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し，その心身の健全な成長

及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず，その生命又は身体に重大な危険を生じさせる

おそれがあるものである。 

いじめの防止のために，いじめは，どの子供にも，どの学校にも起こりうることを踏まえ，より

根本的ないじめの問題克服のために，学校の教育活動全体を通じ，全ての児童生徒に「いじめは

人間として絶対に許されない」ことの理解を促し，いじめを生まない土壌をつくるために，関係

者が一体となった継続的な取組が必要である。また，いじめが発見された時は，「いじめられてい

る子を最後まで守り抜く」という強い信念で対応しなければならない。 

本方針は，全ての生徒がいじめを行わず，いじめを認識しながらこれを放置することがないよ

う，いじめが心身に及ぼす影響，その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めるとともにい

じめを絶対にしない・許さない・見逃さない態度を育成することを旨として，いじめの防止等の

ための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。 

□いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条） 

  児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係に

ある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット等を通じて行われ

るものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

□いじめ解消について 

〇いじめ解消の基本姿勢 

いじめは，単に謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが「解消している」状態

とは，少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。ただし，これらの要件が満た

されている場合であっても，必要に応じ，他の事情も勘案して判断するものとする。 

① いじめに係る行為がやんでいること 

   被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるも

のを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは，少なくと

も３か月を目安とする。ただし，いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要である

と判断される場合は，この目安にかかわらず，学校設置者（飯塚市教育委員会）又は，学校いじ

め対策組織の判断により，長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は，相当の期間が

経過するまでは，被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し，期間が経過した段階で判断

を行う。行為が止んでいない場合は，改めて，相当の期間を設定して状況を注視する。 



 

 ② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

   いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において，被害児童生徒がいじめの

行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に

対し，心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。 

  学校は，いじめが解消に至っていない段階では，被害児童生徒を徹底的に守り通し，その安

全・安心を確保する責任を有する。学校いじめ対策組織においては，いじめが解消に至るまで

被害児童生徒の支援を継続するため，支援内容，情報共有，教職員の役割分担を含む対処プラ

ンを策定し，確実に実行する。 

上記のいじめが「解消している」状態とは，あくまで，一つの段階に過ぎず，「解消している」

状態に至った場合でも，いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ，学校の教職

員は，当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒については，日常的に注意深く観察する必

要がある。 

□策定した学校いじめ防止基本方針については，各学校のホームページへの掲載その他の方法によ

り，保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずる

とともに，その内容を，必ず入学時・各年度の開始時に児童生徒，保護者，関係機関等に説明す

る。 

（２）校内組織（校内いじめ問題対策委員会等）の整備 

ア 構成員 

   【組織の名称】いじめ対策委員会（生徒指導委員会） 

   【組織の構成員】校長、教頭、生徒指導主事、補導、養護教諭 

生徒指導・教育相談係、生徒会係代表、いじめ事案の該当担任 

スクールカウンセラー、（スクールソーシャルワーカー） 

イ 校内組織の役割 

□年間計画の作成，相談・通報の窓口，情報の収集・記録，いじめの判断，対応方針の決定，ＰＤＣ

Ａサイクルによるいじめ問題への取組の検証等 

□定期的な開催（週１回），いじめ事案発生時は緊急開催する。 

（３）関係機関との連携 

□警察への相談・通報 

□飯塚市いじめ問題対策連絡協議会 

□要保護児童対策連絡協議会 

□校区ケース会議 

□学校警察連絡協議会 

□児童相談所・少年サ－ポトセンタ－等との連携 

（４）報告体制 

□いじめの報告体制 

  いじめを発見した場合には教員一人で対応することなく，学年教員，管理職に報告・連絡・相談

を行い，場合によっては，生徒指導委員会（いじめ対策委員会）を緊急開催し，情報の収集・記録，



 

いじめの判断，対応方針の決定を行う。 

（５）いじめの問題に関する教員研修 

□いじめの問題についての適切な認知と共通理解に関する研修 

□いじめの問題に関する教職員の指導力の向上を図る研修 

□教職員の資質を高める研修 

（６）いじめの問題への対応【年間計画・いじめの問題への対応の手順・重大事態への対応体制・重大事 

態に係る地方公共団体の長への報告の流れ】 

ア いじめの未然防止の取組 

□豊かな人間性を育む教育活動の推進 

□生徒指導の視点に立つ授業づくり 

□生徒会活動・体験的活動・学級活動・校長による講話 

イ いじめの早期発見の取組 

□「いじめの未然防止・早期発見・早期対応の手引」（令和３年３月福岡県教育委員会）等を活用し

た早期発見の取組の実施 

□「いじめに特化したアンケート簡易版」又は「学校生活アンケート」の月１回の実施 

□「いじめに特化した無記名アンケート」「学校生活・環境多面調査」等の学期１回程度の実施 

□教育相談週間の設定（学校生活アンケートに基づく全児童生徒対象の個人面談：学期１回程度） 

□相談ポストの設置及び活用 

□「家庭用チェックリスト」や「家庭向けリーフレット」等を活用し家庭と連携した早期発見の取組

の実施 

□年間計画の作成 （別紙１ 年間指導計画（例）） 

ウ いじめの早期対応の取組 

□いじめに対する基本姿勢 

  いじめ問題への取組にあたっては，学校長のリーダーシップのもとに「いじめを根絶する」と 

いう強い意志を持ち，学校全体で組織的な取組を行うことが必要である。そのためには，早期発

見・早期対応はもちろん，いじめを生まない土壌を形成するための「予防的」「開発的」な取組を

あらゆる教育活動において展開することが求められる。 

本校においては，いじめ問題への組織的な取組を推進するため，校長が任命したいじめ問題に

特化した機動的な「生徒指導委員会（いじめ対策委員会）」を設置し，それを中心として，教職員

全員で共通理解を図り，共通認識の上で，学校総体として組織的に総合的ないじめ対策を行う。 

また，組織が有効に機能しているかについては定期的に点検・評価を行い，生徒の状況や地域

の実態に応じた取組を展開することが大切であると考える。 

□１次・２次・３次対応による支援と指導等（別紙２参照） 

 （いじめられた児童生徒への対応，いじめた児童生徒への対応，保護者との連携） 

□市町村の支援チーム・県と連携したいじめ問題学校支援チームの活用 

□警察等との連携（通報） 

エ 重大事態への対処 



 

□重大事態の定義 

いじめ防止対策推進法において，いじめの重大事態の定義は「いじめにより当該学校に在籍す

る児童等の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」，「いじめにより

当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると

認めるとき」とされている。 

□重大事態の対応体制と報告（別紙３，別紙４参照） 

  重大事態の判断を行うのは，学校の設置者（飯塚市教育委員会）又は学校である。これは，単に

特定の教職員のみによる判断ではなく，学校の設置者（飯塚市教育委員会）又は学校として判断

したということであり，重大事態の疑いがあると判断した段階から対応を開始する必要がある。 

学校は重大事態が発生した旨を、学校の設置者（飯塚市教育委員会）を経由して地方公共団体

の長（飯塚市長）に速やかに報告する。学校が重大事態に該当するか否かの判断に迷う場合には，

迅速に学校の設置者（飯塚市教育委員会）に相談を行い，その時点で把握している情報を踏まえ

て，両者の協議の上判断する。 

□調査を行うための組織 

  重大事態調査は学校の設置者（飯塚市教育委員会）又は学校が行うものとされており，どちら

が主体となるかの判断は個別の重大事態の状況に応じて，学校の設置者（飯塚市教育委員会）が

行う。調査組織の構成は，従前の経緯や事案の特性等を踏まえつつ，公平性・中立性を確保し，客

観的な事実認定を行うことができる体制を検討する。具体的には，第三者となる者を調査組織に

加えることのほか，法律，医療，心理，福祉等の専門的見地から充実した調査を行うことができる

よう専門家を加えることが考えられる。この第三者と専門家は同じ者であっても構わない。その

組織を中心として，事実関係を明確にするための調査を実施する。 

□調査結果の提供及び報告 

  対象児童生徒・保護者に対しては，基本的には，調査報告書本体又はその概要版資料を提示又

は提供し，口頭で説明する方法が考えられ，これらの資料に基づいて，調査を通じて確認された

事実関係，学校及び学校の設置者（飯塚市教育委員会）の対応の検証，当該事案への対処及び再発

防止策について説明する。 

いじめを行った児童生徒・保護者に対しても上記で説明した方針に沿って，調査報告書の内容

について説明を行う。 

地方公共団体の長（飯塚市長）への調査結果の説明は，原則として，学校の設置者（飯塚市教育

委員会）が行う。 

□調査結果を踏まえた対応 

  調査報告書の内容を踏まえ，対象児童生徒が重大な被害を受けている場合には，心のケアや安

心した学校生活を送ることができるようになるための支援を行っていく必要がある。また，対象

児童生徒に学齢期の兄弟姉妹がいる場合には，必要に応じ，当該兄弟姉妹の意思を尊重しながら，

学校生活を送る上でのケアを行う必要がある。 

対象児童生徒が不登校となっている場合には，学びの継続に向けて家庭や関係機関，心理・ 福

祉の専門家等と連携して学習支援や登校支援を行う。市区町村教育委員会（飯塚市教育委員会）

においては，対象児童生徒・保護者が，希望する場合には，就学校の指定の変更，区域外就学等の

弾力的な対応を検討することも必要である。 



 

事案によっては，対象児童生徒といじめを行った児童生徒の間で長期的な環境調整が必要とな

る場合がある。進級や進学，転学の際にも継続的な配慮が必要であり，学校間で適切に引継ぎを

行うなど継続的に児童生徒の見守りを行う体制が必要である。 

いじめを行った児童生徒に対しては，必要に応じて，法に基づくいじめの定義等を説明し，当

該児童生徒が抱える課題や家庭環境，事案の内容を踏まえつつ成長支援の観点から指導及び支援

を行う。その際，当該児童生徒の保護者とも協力しながら対応することが必要である。 

いじめを行った児童生徒に対しては，当該児童生徒が様々な背景を有している場合もあり，特

別な配慮を必要とする場合には，当該児童生徒や保護者に対し，スクールカウンセラー・スクー

ルソーシャルワーカー等により適切な支援を行うことや，児童生徒等の福祉に関する相談・ 支援

を要する場合におけるこども家庭センターなど，各地方公共団体の首長部局等と連携し、関係機

関等による支援につなげる。 

学校においては，いじめを行った児童生徒に対して個別に指導を行い，いじめの非に気付かせ，

対象児童生徒への謝罪の気持ちを醸成させる。加害児童生徒に対する指導等を行う場合は，その

保護者に協力を依頼しながら行う。また，事案の内容やいじめの状況を踏まえて，必要に応じて，

いじめを行った児童生徒に対する懲戒を検討する。市区町村教育委員会（飯塚市教育委員会）に

おいては，出席停止措置の活用も検討する。 

調査報告書において指摘された再発防止策は具現化されないと意味がない。当該学校や学校の

設置者（飯塚市教育委員会）においては，調査報告書の内容及び提言された再発防止策について

真摯に受け止め， いじめの防止及び早期発見・早期対応及び組織的対応の徹底などこれまでの対

応の見直し，再発防止策の確実な実施に取り組まなければならない。 

（７）ネット上のいじめへの対応 

□情報モラル教育の実施 

□保護者と学ぶ規範意識育成事業の実施 

（８）教育相談体制 

□スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー等の配置 

□子どもホットライン２４などの相談窓口の周知 

（９）保護者・地域等への働きかけ 

□ＰＴＡ行事成人講座や学年懇談会等におけるいじめの問題に関する研修会等の実施 

□いじめに特化した家庭用リーフレットやチェックリストの活用 

□年度の集計において，いじめの認知件数が零（０）であった場合は，当該事実を児童生徒や保護者

向けに公表し，検証を仰ぐことで，認知漏れがないか確認する 

（10）取組状況の評価 

□学校評価・教員評価の実施 

□各学期の取組を評価・分析 

（11）学校評価・教員評価 

□アンケート等による学校評価 

 



 

・ 年間計画 

月 
早期発見・早期対応の取組 

（◇月１回）（◆学期１回程度）（●常設） 

学校の組織的指導体制の整備 

（＊月１回以上） 

いじめに対応する教育活動

の推進     （●年間） 

評価・分析

の取組 

４月 

・「いじめの定義」と「報告の在り方」 

の周知 

◇「いじめに特化した無記名アンケート

簡易版」，「学校生活アンケート」等 

児童生徒理解のための調査    

●相談ポスト 

＊生徒指導委員会（いじめ対策委

員会） 

・「いじめの定義」と「報告の在り

方」の職員研修 

 

・学校いじめ防止基本方針

の公表・周知 

●いじめを生まない教育活

動の推進 

 

 

 

 

５月 
 

◇「いじめに特化した無記名アンケート

簡易版」，「学校生活アンケート」等 

児童生徒理解のための調査 

・アンケートをもとにした個人面談 

＊生徒指導委員会（いじめ対策委

員会） 

・児童生徒理解のための職員会議 

 

「いじめ早期発見・早期対応

リーフレット（家庭向け）」の

配付 

 

 

 

 

６月 

◇いじめに特化した無記名アンケート，「学校

生活・環境多面調査」（※学期に１回） 

◆児童生徒の悩みや不安の解消に向けた

「教育相談週間（月間）」 

＊生徒指導委員会（いじめ対策委

員会） 

・家庭・学校において、い

じめ撲滅への啓発・早期発

見のため「保護者用いじめ

チェックリスト」の配付 

 

 

 

７月 
◇「いじめに特化した無記名アンケート

簡易版」，「学校生活アンケート」等 

児童生徒理解のための調査 

＊生徒指導委員会（いじめ対策委

員会） 

  

 

８月 
 ・SC等の専門家を招聘した研修会 

・特別支援教育の視点に立つ児童

生徒理解の研修会 

・長期休業明け前の気にな

る児童生徒への連絡等 

・１学期の

取組を評

価・分析 

９月 

◇「いじめに特化した無記名アンケート

簡易版」，「学校生活アンケート」等 

児童生徒理解のための調査 

・アンケートをもとにした個人面談 

＊生徒指導委員会（いじめ対策委

員会） 

  

 

 

１０
月 

◇「いじめに特化した無記名アンケート

簡易版」，「学校生活アンケート」等 

児童生徒理解のための調査 

＊生徒指導委員会（いじめ対策委

員会） 

・いじめ問題への保護者等向

け研修会等の開催 

 

 

 

１１
月 
 

◇いじめに特化した無記名アンケート，「学校

生活・環境多面調査」（※学期に１回） 

◆児童生徒の悩みや不安の解消に向けた

「教育相談週間（月間）」 

＊生徒指導委員会（いじめ対策委

員会） 

・家庭・学校において、いじ

め撲滅への啓発・早期発見の

ため「保護者用いじめチェッ

クリスト」の配付 

 

 

 

１２
月 

◇「いじめに特化した無記名アンケート

簡易版」，「学校生活アンケート」等 

児童生徒理解のための調査 

＊生徒指導委員会（いじめ対策委

員会） 

「いじめ早期発見・早期対応

リーフレット（家庭向け）」の

配付 

・２学期の

取組を評

価・分析 

１月 
◇「いじめに特化した無記名アンケート

簡易版」，「学校生活アンケート」等  

児童生徒理解のための調査 

＊生徒指導委員会（いじめ対策委

員会） 

  

 

 

２月 

◇いじめに特化した無記名アンケート，「学校

生活・環境多面調査」（※学期に１回） 

◆児童生徒の悩みや不安の解消に向けた

「教育相談週間（月間）」 

＊生徒指導委員会（いじめ対策委

員会） 

・学校評価・教員評価の実       

 施 

・年間の取

組を評

価・分析 

３月 

◇「いじめに特化した無記名アンケート

簡易版」，「学校生活アンケート」等  

児童生徒理解のための調査 

＊生徒指導委員会（いじめ対策委

員会） 

・家庭・学校において、い

じめ撲滅への啓発・早期発

見のため「保護者用いじめ

チェックリスト」の配付 

 

 

 

別紙１ 



 

・いじめの問題への対応の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめに係る行為が止んでいることと心身の苦痛を感じていないことを児童生徒及び

保護者に確認（3 カ月後） 

 

様相観察及び聞き取りから現状把握及び対応 

○指導方針の伝達 

○協働意識の向上 

道徳教育及び特別支援教育の視点による当事者意識の高揚、共感的人間関係づくり、自

己存在感を実感できる学級づくり 

認知の場合 

 

いじめの発見 

 

本人の訴え 

他の児童生徒からの報告 

「サイン」の発見 

保護者からの報告 

いじめの未然防止に向けた取組 

二次対応（短期対応） 

一次対応（緊急対応） 

いじめの認知・不該当確認 

協働体制の確立 

指導方針の共通理解 

生徒指導委員会（いじめ対策委員会） 

被害児童生徒 保護者 加害児童生徒 

周囲の児童生徒 

○事実関係の把握 

○心のケア 

・安全の確保 

・全面的な支援 

○事実関係の報告 

○信頼関係の構築 

○事実関係の把握 

○事実関係の確認 

教育委員会への報告 

（認知した場合） 

ＳＣ，ＳＳＷ等 

及び関係機関との連携 

被害児童生徒 保護者 加害児童生徒 

○組織的支援 ○いじめの態様に 

応じた指導・援助 

 学級、部活動等での指導 

被害児童生徒 保護者との連携 加害児童生徒 

○適応の促進 

○対人関係能力の向上 

○家庭との協力体制構築 ○規範意識の育成 

○人間関係づくりの改善 

全校での指導 
「思いやり」や「望ましい人間関係」等を育てる特別の教科道徳・特別活動等の実践、 

いじめ問題を解決できる学級・学年づくり、部活動等における責任感、連帯感の涵養 

三次対応（長期対応） 

別紙２ 

アンケート調査 

いじめの解消に向けて 

いじめの解消に向けて 



 

・重大事態の際の危機管理マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事態が発生した場合，市町村立学校は，直ちに当該市町村教育委員会に報告し，報告を受けた市町

村教育委員会は市町村長及び県教育委員会へ事態発生について報告しなければならない。 

 

 

 

 

調査活動 

通報       報告 

調査主体・組織の決定 

いじめの情報 

い
じ
め
ら
れ
た
児
童
生
徒
・
保
護
者 

市
町
村
教
育
委
員
会 

学校 
申し立て 

指導支援 

調査結果の情報提供 

報告 

報告 

別紙３ 

２２条 

重大事態としての判断 

生徒指導委員会（いじめ対策委

再調査 

報告 

発生報告 

指導支援 

ＰＴＡ 関係諸機関 

飯塚市長 

県教委 

調査組織 
２８条 

生徒指導委員会 

（いじめ対策委員会） 

附属機関 

連携 連携 ２２条 

１４条 

附属機関 
 連

携 

 連
携 

１４条 

附属機関 

３０条 

同種の事態の発生の防止 

※第三者を加えた調査組織と

なることが望ましい 

専門家 

事実関係の明確化 



 

・重大事態に係る地方公共団体の長への報告の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重大事態の報告（第 23条 2項） 

② 重大事態が発生した旨を地方公共団体の長に報告（第 30条 1項） 

併せて，県教育委員会に報告（県基本方針） 

③ 調査組織（学校の設置者か学校）の決定及び調査（第 28条 1項） 

④ 必要があると認めるときは，附属機関を設けて調査（第 30条 2項） 

⑤ 市町村の事務の適切な処理について指導・助言又は援助（第 33条） 

⑥ 重大事態の調査結果を地方公共団体の長に報告（国基本方針） 

併せて，県教育委員会に報告（県基本方針） 

⑦ ④の調査を行ったときは，その結果を議会に報告（第 30条 3項） 

① ②、⑥ 

③ 

⑦ 

②、⑥ 

別紙４ 

市
町
村
立
学
校 

市
町
村
立
学
校 飯

塚
市
長 

飯
塚
市
教
育
委
員
会 

議
会 

県
教
育
委
員
会 

 
重大事態 

筑
豊
教
育
事
務
所 

附
属
機
関 

④ 

⑤ 


